
豊臣兄弟！大和郡山市大河ドラマ館来館者数等予測業務 仕様書 

 

１ 業務名 

  豊臣兄弟！大和郡山市大河ドラマ館来館者数等予測業務 

 

２ 業務の目的 

  本市では、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送に合わせ、令和8年 3月よりDMG MORI やまと郡山

城ホールに豊臣兄弟！大和郡山市大河ドラマ館（以下「 「大河ドラマ館」」という。）が設置される

予定だが、これに伴い同ホールの来館者の増加が見込まれる。本業務は、周辺人口や交通環境、過

去の他市における大河ドラマ館の状況等を踏まえて来館者の予測を行い、来館者増加に対応する道

路計画の策定や、来館者へ混雑予測情報を提供することで、渋滞や混雑緩和を図ることを目的とす

る。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和7年 9月 26日（金）まで 

 

４ 「大河ドラマ館」基本情報 

   開催期間（予定） 令和8年 3月 2日（月）～令和9年 1月 22日（金） 

           （年末年始（12月 28日～翌1月 4日）の休館及び施設の点検等による休館あり） 

開催時間（予定） 午前10時～午後5時（最終入館 午後4時 30分） 

   場所       DMG MORI やまと郡山城ホール・展示室（約180㎡） 

   目標入館者数   １０万人 

   入館料（予定）  大人 ５００円程度（ 「大河ドラマ館」以外の施設は無料） 

 ※この基本情報はあくまで予定であり、大和郡山市及び秀長さんプロジェクト推進協議会（以

下「発注者」という。）の都合及び社会情勢により変更する場合がある。 

 

５ DMG MORI やまと郡山城ホールの基本情報 

 ホール概要   ・DMG MORI やまと郡山城ホール（以下「城ホール」という。）は、文化会館、図

書館と武道場を併設する複合施設である。 

         ・一般財団法人大和郡山市文化体育振興公社が、大和郡山市の指定を受けて城ホ

ールの管理運営（図書館は施設管理のみ）を行っている。 

 利用状況    （文化会館） 

           令和４年度  利用者数）124,055人  稼働率）52％ 

令和５年度  利用者数）147,211人  稼働率）67％ 

令和６年度  利用者数）131,601人  稼働率）60％ R7.1現在 

 駐車場      駐車可能台数）170台 

          料金体系） 2時間まで無料、2時間以上１日・500円 

          年間駐車台数） ４年度 28,140台 令和５年度 30,774台 

６年度 26,079台（R7.1 現在） ※有料のみ 

 

６ 業務内容等 

(1) 「大河ドラマ館」来館者予測 

他市の過去の大河ドラマ館の実績、本事業の「大河ドラマ館」への交通条件等から、「大河ドラ

マ館」の来館者数を予測する。 



(2) 地域別来館者予測 

想定される複数の来館者数のパターンに対して諸条件から地域別来館者数の予測を行う。 

(3) 日別来館者予測 

地域別来館者数予測から日別来館者数の予測を行う。 

(4) 交通機関別来館者予測 

地域別来館者数予測、日別来館者数予測から交通機関別来館者数の予測を行う。 

(5) 「大河ドラマ館」における入館者数・退館者数及び滞留者数のモデルパターン予測 

想定される来館者数から時間帯別の入館、退館、滞留者数のモデルパターンの検討を行う。 

(6) 鉄道利用の来館者数予測 

近鉄郡山駅、ＪＲ郡山駅のそれぞれについて来館者予測を行う。 

(7) 最寄り駅からの動線予測 

  近鉄郡山駅、ＪＲ郡山駅のそれぞれから「大河ドラマ館」への動線について予測検討を行う。 

(8) 日別駐車場運用計画 

日別の必要駐車場台数の検討を行う。 

(9) 予測を踏まえた課題の抽出及び対応策の考察 

交通輸送の問題点、課題等を抽出する。 

 

７ 成果物 

  調査報告書 

 

８ 特記事項 

(1) 本業務の内容に疑義が生じた場合は、受託者は委託者と協議の上、その指示に従うこと。 

委託者において必要と認められるときは、業務の変更または中止の指示をすることがある。 

(2) 受託者は、本業務実施において生じるすべての成果品、資料、取得された情報等を、委託者

の許可なく他に公表、貸与、使用してはならない。また、業務上知りえた秘密を他に漏らし

てはならない。 

(3) 本業務の遂行に伴い関係法令上必要となる諸官庁等への申請・届出等は、すべて受託者の責

任において行うこと。 

(4) 本業務において、受託者の故意または過失により生じた事故及び第三者に与えた損害は、す

べて受託者の責任により解決するものとする。 

(5) 本業務の全部またはその主たる部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはなら

ない。また、第三者に委託し、または請け負わせる場合はあらかじめ委託者に承諾を得るこ

ととする。 

(6) 業務遂行にあたっての作業方法及び進捗状況について、適宜連絡すること。 

(7) 本仕様書に定められていない事項については、双方で協議の上決定すること。 

(8) 契約の履行にあたり、個人情報取扱特記事項を遵守すること。 

   


